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午後２時００分 開議 

○事務局長【足立浩志】 皆様、こんにちは。事務局長を務めております足立

と申します。 

 本日は、選挙後の初めての議会でございますので、当組合の議会事務局の立

場から司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、理事者を代表いたしまして、当組合の管理者でございます、小林

洋子小平市長から御挨拶申し上げます。 

○管理者【小林洋子】 皆様、こんにちは。当衛生組合の管理者を務めさせて

いただいております小平市長の小林洋子でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 本日は、選挙後初の議会開会に当たりまして、理事者を代表いたしまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は、小平・村山・大和衛生組合議会５月臨時会を招集させていただきま

したところ、御出席を賜りましてありがとうございます。 

 議員の皆様には、先般執行されました市議会議員選挙におきまして、めでた

く当選の栄誉を得られましたことに心から敬意を表するとともに、お祝いを申

し上げます。また、このたびは、当衛生組合議会の議員としての職責を担われ

ることになりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 当組合は、昭和４０年に、各家庭から排出されるごみの中間処理事業を３市

共同で行うことを目的として設立されたものでございます。組織市との協調の

中で、環境に配慮し、安全かつ衛生的に処理すべく鋭意努力を重ね、所期の目

的を果たしてまいりました。 

 現在は、３市の市民の皆様が将来にわたり安心して快適な生活を送ることが

できるよう、多摩地域のほかの清掃工場に可燃ごみの支援をいただきながら、

新ごみ処理施設の建設を着実に進めているところでございます。 
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 こうした中、議員の皆様には、引き続き御指導、御協力を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○事務局長【足立浩志】 ありがとうございました。 

 本日は、選挙後の最初の議会でございますので、議長が選挙されるまでの間

は、地方自治法第１０７条の規定によりまして、年長議員が臨時に議長の職務

を行うこととなっております。 

 ただいま御出席をいただいております議員の皆様の中では、中野志乃夫議員

が年長議員となりますので、御紹介を申し上げます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、臨時議長席への移動をお願いいたします。 

（中野志乃夫臨時議長、議長席に着く） 

○臨時議長【中野志乃夫】 ただいま御紹介いただきました中野志乃夫でござ

います。地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時議長の職務を行わせ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから、小平・村山・大和衛生組合議会５月臨時会を開催

いたします。ただいまの出席議員は１２名でございます。定足数に達しており

ますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１ 仮議席の指定 

 

○臨時議長【中野志乃夫】 日程第１、仮議席の指定を行います。仮議席は、

ただいま御着席のとおりといたします。 

 

日程第２ 小平・村山・大和衛生組合議会議長の選挙 
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○臨時議長【中野志乃夫】 日程第２、小平・村山・大和衛生組合議会議長の

選挙を行います。 

 お諮りします。地方自治法第１１８条の規定により、選挙の方法は投票と指

名推選の２通りがございますが、いずれの方法を取りましょうか。 

（「指名推選でお願いします」の声あり） 

（「賛成」の声あり） 

○臨時議長【中野志乃夫】 ただいま、指名推選との発言の動議が提出され、

所定の賛成者がございます。お諮りいたします。ただいまの動議のとおり決定

することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長【中野志乃夫】 御異議なしと認め、よって、選挙の方法は指名推

選によることに決定いたしました。 

 候補者の指名を希望される方は、おいでになりますか。 

○６番【押本修】 差し支えなければ、私に指名をさせていただきたいと思い

ます。 

○臨時議長【中野志乃夫】 ただいま、押本修議員から指名したい旨の申出が

ありました。 

 お諮りいたします。押本修議員を指名者とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○臨時議長【中野志乃夫】 御異議なしと認めます。 

 押本修議員、候補者の指名をお願いいたします。 

○６番【押本修】 議長には木戸岡秀彦議員を指名いたしたいと思います。 

○臨時議長【中野志乃夫】 お諮りいたします。ただいま指名されました木戸

岡秀彦議員を議長の当選人と定めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○臨時議長【中野志乃夫】 御異議なしと認めます。よって木戸岡秀彦議員が

議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました木戸岡秀彦議員が議場におられますので、本

席から、会議規則第２７条第２項の規定により告知いたします。 

 それでは、木戸岡秀彦議長、議長席にお着き願います。交替いたします。 

（木戸岡秀彦議員、議長席に着く） 

○議長【木戸岡秀彦】 皆様、こんにちは。一言御挨拶を申し上げます。 

 このたび、議員の皆様方の御推挙によりまして、議長の要職に就くことにな

りました木戸岡秀彦でございます。皆様に感謝を申し上げるとともに、重責を

痛感しております。 

 微力ではございますが、当組合議会の円滑な運営のため、努力してまいる所

存でございます。何とぞ議員の皆様方の御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 なお、議事終了後、初めて組合議員になられた方を対象とした施設見学会を

予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

日程第３ 小平・村山・大和衛生組合議会副議長の選挙 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第３、小平・村山・大和衛生組合議会副議長の選

挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推選といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長【木戸岡秀彦】 御異議なしと認め、選挙は指名推選によることに決定

いたしました。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 副議長には、清水彩子議員を指名いたします。 

 ただいま、議長において指名いたしました清水彩子議員を副議長の当選人と

定めることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 御異議なしと認めます。よって、清水彩子議員が副議

長に当選されました。 

 ただいま、副議長に当選されました清水彩子議員が議場におられますので、

本席から会議規則第２７条第２項の規定により告知いたします。 

 それでは、清水彩子副議長、自席で御挨拶をお願いいたします。 

○副議長【清水彩子】 ただいま、議長から御紹介いただきました清水彩子で

ございます。一言御挨拶させていただきます。 

 このたび、皆様の推挙によりまして、副議長の要職に就かせていただきまし

た。身に余る光栄であり、また、身の引き締まる思いでございます。 

 微力ではございますが、新議長と力を合わせながら、議会が公正かつ円滑に

運営できますよう誠心誠意努力し、職責を全うしてまいる所存でございます。

議員の皆様方から一層の御協力を賜りますよう心からお願い申し上げまして、

甚だ簡単でございますが、就任の御挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長【木戸岡秀彦】 ありがとうございました。 
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日程第４ 議席の指定 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第４、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長において、ただいま御着

席のとおり指定いたします。 

 

日程第５ 会期の決定 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第５、会期の決定を議題といたします。 

 会期につきましては、本日１日限りといたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 

日程第６ 会議録署名議員の指名 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第６、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員につきましては、会議規則第７７条の規定により、議長から

指名申し上げます。 

  １番 佐藤徹議員 

  ５番 尾崎利一議員 

  ９番 清水彩子議員 

 以上、３名の方にお願いいたします。 
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日程第７ 諸報告 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第７、諸報告を行います。 

 諸報告につきましては、令和５年２月に行われました当衛生組合一般会計出

納検査の結果及び令和４年度小平・村山・大和衛生組合一般会計繰越明許費に

ついての報告でございまして、お手元に配付いたしました印刷物のとおりでご

ざいます。 

 

日程第８ 小平・村山・大和衛生組合副管理者の選任 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第８、小平・村山・大和衛生組合副管理者の選任

を行います。 

 副管理者でありました前東大和市長が、去る４月３０日で任期満了となり、

現在、副管理者１名が欠員となっております。 

 副管理者につきましては、組合規約第８条第１項の規定により、２名を置く

ことになっております。また、同条第３項の規定により、組合議会において、

組織市の市長のうちから選任することになっております。 

 今回は、任期満了に伴う副管理者の選任でございますので、この際、新たに

東大和市長に就任されました和地仁美氏を、現在１名欠員となっております副

管理者に選任いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 御異議なしと認め、よって小平・村山・大和衛生組合

副管理者に、東大和市長、和地仁美氏を選任することに決定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午後２時１１分 休憩 
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午後２時１２分 再開 

○議長【木戸岡秀彦】 休憩を閉じて再開いたします。 

 それでは、新たに副管理者になられました東大和市長、和地仁美氏から御挨

拶をいただきます。 

○副管理者【和地仁美】 改めまして、こんにちは。東大和市長の和地仁美で

ございます。 

 このたびは副管理者に選任賜りまして、誠にありがとうございます。重責を

実感しているところであります。 

 今後は、管理者を補佐し、この組合のために一生懸命努めてまいる所存でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長【木戸岡秀彦】 ありがとうございました。 

 

日程第９ 議案第８号 小平・村山・大和衛生組合監査委員

の選任につき同意を求めることについて 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第９、議案第８号 小平・村山・大和衛生組合監

査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 

 本案は議員の一身上に関することでございますので、地方自治法第１１７条

の規定により、髙橋弘志議員の退席を求めます。 

（１１番 髙橋弘志議員退席） 

○議長【木戸岡秀彦】 提案理由の説明を求めます。 

○管理者【小林洋子】 ただいま上程されました議案第８号につきまして、説

明を申し上げます。 

 本案は、現在欠員となっております小平・村山・大和衛生組合議員選出の監

査委員に、武蔵村山市議会議員の髙橋弘志氏を選任いたしたいと考え、御同意
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を賜りたく提案を申し上げるものでございます。 

 髙橋弘志氏の優れた識見と高潔で誠実なお人柄は、監査委員に適切な方であ

ると考え、提案を申し上げるものでございます。 

 以上が本案の内容でございます。 

 なお、御同意を得られました場合には、６月１日付で選任いたしたいと考え

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上が本案の内容でございます。 

○議長【木戸岡秀彦】 提案説明が終わりました。本案は人事案件でございま

すので、質疑、討論は省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 御異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

 直ちに採決いたします。日程第９、議案第８号 小平・村山・大和衛生組合

監査委員の選任につき同意を求めることについて、本案を原案のとおり同意す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長【木戸岡秀彦】 挙手全員。よって、本案は原案のとおり同意すること

に決定いたしました。 

 髙橋弘志議員の入場を許可いたします。 

（１１番 髙橋弘志議員入場・着席） 

○議長【木戸岡秀彦】 それでは、監査委員に選任することにつき同意を決定

いたしました髙橋弘志議員に御挨拶をいただきたいと思います。 

○１１番【髙橋弘志】 ただいま監査委員の選任の同意をいただきました、武

蔵村山市議会議員の髙橋弘志でございます。 

 今後、監査委員としまして、しっかりその責務を果たしてまいりたいと思い

ます。つきましては、議員各位の御協力をお願い申し上げまして、簡単ではご
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ざいますが、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長【木戸岡秀彦】 ありがとうございました。 

 

日程第１０ 議案第９号 小平・村山・大和衛生組合職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第１０、議案第９号 小平・村山・大和衛生組合

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○管理者【小林洋子】 ただいま上程されました議案第９号につきまして、説

明を申し上げます。 

 本案は、平成３１年４月１日から導入している育児参加休暇について、男性

職員が家庭生活へ関わる機会をさらに増やし、家族の状況に合わせて柔軟に休

暇の取得ができるよう、対象期間を拡大するもので、組合が準拠しております

小平市と同様の改正をするものでございます。 

 改正の内容でございますが、育児参加休暇を取得することができる対象期間

の終期について、当該出産の日後８週間を経過する日までの期間内から、当該

出産の日以後１年を経過する日までの期間内に拡大するものでございます。 

 なお、これらの内容につきましては、職員全員に説明し、了承を得ていると

ころでございます。 

 施行期日につきましては、公布の日を予定いたしております。 

 以上が本案の内容でございます。 

○議長【木戸岡秀彦】 提案説明が終わりました。質疑を行います。質疑はご
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ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 質疑を終了することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 それでは、質疑を終了いたします。 

 討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 討論なしと認め、討論を終了いたします。 

 これより採決いたします。日程第１０、議案第９号 小平・村山・大和衛生

組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、本案

を原案のとおり可決とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長【木戸岡秀彦】 挙手全員。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

 

日程第１１ 議員の派遣について 

 

○議長【木戸岡秀彦】 日程第１１、議員の派遣についてを議題といたします。 

 議員の派遣につきましては、議長より提案するものでございます。 

 詳細につきまして、事務局より説明をいたします。 

○総務課長【三野正彦】 議員の派遣につきまして、事務局から説明をさせて

いただきます。 

 派遣の目的は、再資源化施設及び先進ごみ処理施設の視察でございます。 

 日程につきましては、７月６日から７月７日にかけての１泊２日で、１日目

が埼玉県寄居町にあるオリックス資源循環株式会社の寄居工場を、２日目が茨
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城県小美玉市にある霞台厚生施設組合クリーンセンターを視察いたします。移

動は貸切りバスを利用し、宿泊先は土浦市内のホテルを予定しております。 

 １日目の視察先のオリックス資源循環株式会社寄居工場は、当組合の不燃ご

みから発生する破砕残渣の再資源化を委託している民間の工場でございます。 

 ２日目に視察いたします、霞台厚生施設組合クリーンセンターは、日量

１０７.５トンを２基、合計で２１５トンのストーカ式焼却炉を備え、令和３年

３月に竣工した施設でございます。 

 なお、日程、パンフレット等の資料につきましては、後日送付する予定でご

ざいます。 

 説明は以上でございます。 

○議長【木戸岡秀彦】 説明が終わりました。 

 議員を派遣する場合、地方自治法第１００条第１３項及び会議規則第７８条

の２の規定により、派遣の目的、場所、期間等の議決が必要でございます。 

 お諮りいたします。この際、令和５年度組合議会における議員の派遣、行政

視察につきましては、配付いたしました日程の内容で実施したいと考えており

ますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【木戸岡秀彦】 御異議なしと認め、このように決定しました。なお、

諸般の事情により変更が生じる場合は、議長に御一任をお願いいたします。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、小平・村山・大和衛生組合議会５月臨時会を閉会いたし

ます。 

 なお、この後１０分休憩後、新議員施設見学会を実施いたしますので、初め

ての組合議員になられた方は自席にお戻りください。よろしくお願いいたしま

す。 
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 お疲れさまでした。 

午後２時２０分 閉会 
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